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安全・安心な暮らしのできるまちづくり 

～生活環境の充実の施策～ 

 

１．環境の保全・創造 

２．総合的なごみ処理の推進 

３．交通安全・防犯体制の充実 

４．防災・消防・救急体制の充実 

５．安全な消費生活への支援 
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１．環境の保全・創造 

 

町の現況と課題 

地球温暖化現象は、異常気象をもたらすとともに、生態系などに深刻な影響を与えることが

懸念され、わが国においても地球温暖化防止活動の推進が図られています。そのようななか、

本町では、平成 15 年に「※松伏町地球温暖化防止計画」を策定し、Co2 排出量の削減に向け

取り組んでいます。 

特に平成 23 年３月 11 日の東日本大震災による原発事故により、わが国のエネルギー政策

は大きな転換を迫られており、太陽光や風力、※バイオマスなど※再生可能エネルギーに大き

な期待が寄せられています。 

健康で安心して暮らせる生活環境を維持するため河川の水質など環境調査を実施し、公害の

発生防止に努めています。 

 
 

 基 本 方 針 

再生可能なエネルギーの利用に取り組むとともに、快適な生活環境を維持するため行政・町

民・団体・事業者が一体となって環境保全・創造に努めます。 

 

〈 施策の成果指標 〉 

指標名 現状値 目標値（平成 30 年度） 

行政の排出温室効果ガスの排出量 1,681,093 kg-co2 現状値の５％減 

太陽光発電の普及件数 年間２０件 年間６０件 

 
 

 基 本 計 画  

（１）環境にやさしい生活スタイルの構築 

①環境基本計画の策定推進 

本町の環境行政の指針となる環境基本計画を策定し、行政・町民・団体・事業者が一体

となった取組みを推進します。 

②省エネ・省資源活動の推進 

冷暖房の適正な温度設定など省エネ・省資源活動について、行政が率先することで、町

民や事業者の取組みを促進します。また、環境に関する学習機会を提供するとともに、公

共交通や自転車の利用を奨励します。 

③再生可能エネルギーの普及 

太陽光発電など再生可能エネルギーの普及に向けた取組みを関係機関と連携して推進

します。 
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（２）良好な生活環境の保全・創出 

①不法投棄の未然防止 

不法投棄対策として関係機関と連携し、パトロールの強化など、不法に投棄されにくい

環境の構築に努めます。 

②生活型公害対策の推進 

近隣の騒音などの生活型公害のトラブル防止や生き物の飼育マナーの向上など、共に快

適な生活を送ることができるよう、意識啓発を推進します。 

③空き地対策の推進 

空き地の雑草や害虫などに対し、所有者などが責任を持つことへの対策を推進します。 

 

（３）環境汚染の防止 

①公害防止体制の充実 

公害を未然に防止するため、関係機関と連携を図りながら、事業所などに対して立入検

査や指導を行うとともに、町民の意識啓発を図ります。 

行政が※アイドリング・ストップなどについて率先することで、町民や事業者の取組み

を促進します。また、野外焼却については、監視強化と防止対策を推進します。 

②環境調査の実施 

健康に大きな影響を及ぼす有害物質などについては、関係機関と連携して、大気測定や

河川の水質検査を実施します。 

 

 

 

 

 

アイドリング・ストップ：大気汚染や温暖化の防止のため、駐停車時に自動車のエンジンを止めること。 

再生可能エネルギー：自然の営みから半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギー。有限でいずれ

枯渇する化石燃料などと違い、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、地球環境への

負荷が少ない。新エネルギー（中小水力・地熱・太陽光・太陽熱・風力・雪氷熱・温度差・バイオマスな

ど）、大規模水力、及び波力・海洋温度差熱などのエネルギーをさす。 

バイオマス：間伐材や製材のおが屑、剪定(せんてい)枝葉や建築廃材、畜産で生じる糞尿、下水道の汚

水処理場で集められた有機物、家庭の台所のごみなど生物起源のエネルギー資源の総称。再生可能エ

ネルギーの 1 つ。 

松伏町地球温暖化防止計画：地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、職員が自ら地球温暖化を

もたらす行動を改善することにより、町民や事業者の模範となって地球環境への負荷を低減していくことを

目的とした計画。 

用語解説（５０音順） 
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２．総合的なごみ処理の推進 

 

町の現況と課題 

地球規模での環境保全意識の高まりのなかで、町民一人ひとりの最も身近な取組みとして、

ごみの減量やリサイクルがあります。 

本町では、平成 14 年度から「３万人町民ごみ減量大作戦」を実施し、その結果、家庭系ご

み収集量は、横ばいからやや減少で推移となっていましたが、近年は再び増加傾向にあります。

そのために分別収集の徹底によるごみの減量化や資源化に努めるとともに、リサイクルの推進

のため、町民団体が実施する資源回収への支援、※フリーマーケットの情報提供や不用品のあ

っせんを実施しています。 

可燃ごみの処理は、※東埼玉資源環境組合による広域処理で実施していますが、不燃ごみは

町の中間処理場で分別し、最終処分ごみの減量に努めています。 

 

 

 基 本 方 針 

ごみの減量化・再資源化に向け、行政・町民・事業者が一体となって取組みを推進する一方、

排出されたごみの適正処理や体制の充実を図ります。 

 

〈 施策の成果指標 〉 

指標名 現状値 目標値（平成 30 年度） 

町民１人１日当たりの可燃ごみ排出量 ５６０ｇ ５００ｇ 

町民１人１日当たりの不燃ごみ排出量 １７．０２ｇ １５．７２ｇ 

資源（古紙・布類）回収量 ５４７ｔ ６００ｔ 

資源（ビン・金属・ペットボトル）回

収量 
２６２ｔ ３００ｔ 

 

 
 

 基 本 計 画  

（１）ごみの減量化・再資源化の推進 

①ごみの排出抑制 

行政・町民・事業者が一体となって※４Ｒ活動を推進し、ごみの排出抑制を図ります。

また、生ごみの堆肥化を促進します。 
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②再資源化の推進 

ごみの再資源化に向けて分別収集の徹底を図ります。また、リサイクル製品の利用に向

けた意識啓発やリサイクル活動団体への支援、フリーマーケットなどの情報提供を図ると

ともに、事業者に対しても意識啓発などを通してリサイクル活動を促進します。 

③ごみ処理有料化の検討 

ごみの減量化や再資源化を促進するため、家庭からの可燃ごみについて、処理に関わる

費用の有料化を検討します。 

 

（２）ごみ処理体制の充実 

①※リサイクルセンターの整備促進 

ごみの再資源化を進め、埋立処分されるごみを減らすため、本町の規模に適した※中間

処理施設としてリサイクルセンターの整備を推進します。 

②※最終処分場の確保 

不燃ごみを適正に処理するため、最終処分場の確保に努めます。 

③ごみの広域処理体制の充実 

可燃ごみを効率的に処理するため、東埼玉資源環境組合による広域処理体制の充実を促

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終処分場：再利用不可能なごみを最終的に埋立て処分する場所。 

中間処理施設：排出されたごみからリサイクル可能な部分を分別することなどにより、ごみの減量化とリサイク

ルの推進を図るための施設。「リサイクルセンター」参照。 

東埼玉資源環境組合：越谷市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町で構成される一部事務組

合。可燃ごみ及びし尿処理に関する事務を行っている。 

フリーマーケット：家庭で不用になった日用雑貨品、衣類などを持ち寄り、販売する。 

４Ｒ活動：「不要なものは手に入れない（Refuse）」「できるだけごみを出さない（Reduce）」「使えなくなるまで

繰り返し使う（Reuse）」「使えなくなったものは再び資源として活用する（Recycle）」の略。 

リサイクルセンター：処理能力が１日当たり５トン未満の中間処理施設。これに対して、処理能力が１

日当たり５トン以上で、啓発施設やリサイクル製品の作成などを行う施設が併設されているものをリサイクル

プラザと呼ぶ。 

用語解説（５０音順） 
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３．交通安全・防犯体制の充実 

 

町の現況と課題 

町内には狭あい道路も多く、交通ルールを守らない車両の通行により、町内の交通事故は増

加傾向にありましたが、平成 23 年度には大幅な減少となっています。高齢者や子どもなどの

交通弱者が事故の当事者となるケースが増加しており、高齢者が安心して外出することのでき

る環境や、子どもが安全に通学できる環境づくりが必要となっています。 

地域が一体となって交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止に向けた取組みが求められて

います。 

本町は、警察や関係機関との連携のもと自主防犯活動団体の活動に対する支援を行い、地域

防犯の向上に努めています。全国的な傾向として犯罪が多様化、複雑化していることから、防

犯に対する町民の意識向上を図っていく必要があります。町民の防犯意識の啓発や町内の防犯

パトロール、「※子ども 110 番の家」などを実施するとともに、防犯施設の設置や交番の新設

の要望を行っています。 

 

 

 基 本 方 針 

交通安全意識の向上を図るとともに、関係機関・関係団体と連携し、地域の交通事情を踏ま

えた交通安全施設の整備を進めます。 

町民が安心して暮らせるよう、地域の防犯力の向上に努めます。 

 

〈 施策の成果指標 〉 

指標名 現状値 目標値（平成 30 年度） 

交通事故死亡者数 １人 ０人 

 

 
 

 基 本 計 画  

（１）交通安全の推進 

①交通安全教育の推進 

交通指導員や交通安全関係団体と連携した交通安全運動により、子どもや高齢者を主な

対象とした交通安全教育を推進します。 

②交通安全対策の充実 

地元の要望を踏まえ、交通安全施設の整備・改善を図ります。また、※通過交通を排除

するため、生活道路の交通規制について検討します。なお、規制による交通利便性の低下

という一面もあることから、地域住民とともに検討します。 
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（２）防犯体制の充実 

①防犯意識の啓発 

防犯に対する知識の普及や意識の啓発を図るため、関係機関や関係団体と連携し、防犯

教育や広報活動を行います。 

②自主防犯組織のネットワーク化 

自主防犯活動団体の活動を支援するとともに、ネットワーク化により防犯活動の活性化

を図ります。また、子どもを犯罪から守るため、「子ども 110 番の家」の拡大を図りま

す。 

③防犯設備の整備・充実 

暗い場所や夜間に危険な場所など、犯罪が発生しやすい場所をなくすため、防犯灯など

の整備・充実を図ります。また、関係機関に対して、警察官による町内パトロールの強化、

交番や駐在所の新設を要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども１１０番の家：子どもたちが犯罪等の被害に遭いそうになった場合に駆け込み、助けを求めることが

できるように、「子ども１１０番の家」の表示板を掲げて一時的な保護や警察等への連絡などを行う緊急避

難場所のこと。市町村、ＰＴＡ等から委嘱された地域のボランティアで運営される。 

通過交通：ある地域を単に通行するだけで、その地域内には目的地をもたない交通であること。 

用語解説（５０音順） 
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４．防災・消防・救急体制の充実 

 

町の現況と課題 

平成 23 年３月の東日本大震災は、大規模な自然災害に対する恐ろしさを改めて認識させる

ものとなり、引き続き防災訓練や啓発活動などを通じて町民一人ひとりの防災意識の向上を図

るとともに、関係機関との連携に努めていくことが必要となっています。 

本町では、平成２５年３月に改定した「※松伏町地域防災計画」に基づき、町民の生命・財

産を守るため、※自主防災組織への活動支援や地域での防災訓練、職員※危機管理マニュアル

を毎年更新するなど災害発生に備えています。また、※災害時要援護者世帯の状況把握や見守

り体制の整備に努めています。 

治水対策については、※高規格堤防の整備の検討や水防倉庫の設置、※洪水ハザードマップ

の作成、雨水幹線や排水設備の整備を行っています。 

消防・救急活動については、※吉川松伏消防組合による広域かつ効率的な消防・救急体制を

構築し、消防力の強化を図るとともに、火災予防・防災知識の普及を図っています。 

 

 

 基 本 方 針 

地震や風水害などの自然災害から町民の生命や財産を守り、安心して暮らすことができるよ

う、地域ぐるみで災害に強いまちづくりを推進するとともに、災害発生時に迅速かつ的確に対

応できる体制を構築します。 

 

〈 施策の成果指標 〉 

指標名 現状値 目標値（平成 30 年度） 

※防災行政無線子局のデジタル化 ３０．０％ １００％ 

自主防災組織への加入率 ５５．０％ ７５．０％ 
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 基 本 計 画  

（１）防災体制の充実 

①大規模地震対策 

災害に強い情報基盤を整備するとともに、災害用備蓄の充実、生活の基盤となる橋・ガ

ス・上下水道などの耐震化を図ります。 

②危機管理体制の充実 

非常時における職員の対応能力の向上のため、職員危機管理マニュアルの着実な運用や情

報収集体制の強化、危機管理に関する調査研究に努めるとともに、意識の高揚を図ります。 

③自主防災組織の育成 

地域に密着した防災体制を構築するため、自主防災組織の育成と組織率の向上に努めます。 

④災害時要援護者の支援体制構築 

地域内の一人暮らしの高齢者・障がい者の把握に努め、災害時要援護者が円滑かつ迅速

に避難するための支援体制を構築します。 

⑤災害時における相互支援体制の充実 

災害時の応急・復旧体制を強化するため、事業者から食料や物資の供給を受けることがで

きるよう、※災害協定を締結するとともに、他自治体との相互支援体制の構築に努めます。 

 

（２）災害に強いまちづくりの推進 

①防災意識の啓発 

町民や事業所の防災意識の向上を図るため、広報や地震・洪水ハザードマップの全世帯

配布によるＰＲや防災訓練などを充実します。 

②治水対策の推進 

大規模な水害の発生を防ぐため、国や県による河川改修と一体となった整備に取り組み

ます。また、松伏町地域防災計画の水害等予防対策に基づき、洪水ハザードマップなどに

より、浸水想定区域の周知を図るとともに、雨水対策として、公共下水道雨水幹線の整備

や水路の改良、排水ポンプの設置などにより、内水対策を強化します。 

 

（３）消防・救急体制の充実 

①消防力の充実 

消防組合による消防・救急業務の充実を図ります。また、地域の防災活動に重要な役割

を担う消防団員について、機能別制度の導入を検討し、消防団員の確保に努めます。 

②救急体制の充実 

救急搬送体制の強化や※救急救命士の確保、町内外の医療機関との連携強化を図るとと

もに、町民に対する応急措置方法の普及を推進し、救命率の向上に努めます。 
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危機管理マニュアル：災害が発生する恐れのあるときや発生したときに町が適切な対応ができるよう、町職

員がとるべき行動や、庁内の体制、関係機関との連携について定めたもの。 

救急救命士：救急救命士法に基づき「厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師

の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者（第２条）」のこと。救急救命士の資格を有する救急

隊員（消防機関の救急業務に従事する）は、医師の指示の下、一般の救急隊員にはできない高度な救

急救命処置を行うことが可能である。 

高規格堤防：現在の堤防から居住地域側に堤防の高さの約３０倍（おおむね３００ｍ）にわたって盛土を行っ

た幅の広い堤防のこと。万一、大洪水によって水が堤防を越えても、水は斜面をゆるやかに流れ、破堤によ

る壊滅的な被害からまちを守ることができる。スーパー堤防とも称する。 

洪水ハザードマップ：ハザードマップ（hazard map）とは、災害予測図のことで、地震、火山の噴火、津波と

いった自然災害の及ぶ範囲を予測した地図のこと。洪水ハザードマップは、洪水の被害予測図をいう。 

災害協定：災害が起きたときのためにあらかじめ関係機関と協定を交わし、応急対策、物資支援などの協力

を確保するためのもの。 

災害時要援護者：高齢者や障がい者、乳幼児、妊産婦など、災害時に支援が必要な人。 

自主防災組織：地域住民が災害から自分たちの地域は自分たちで守ろうとする連帯感と住民の隣人相互

扶助の精神に基づく、自治会単位の住民による防災組織のことをいう。 

防災行政無線子局：防災行政無線は、無線を使って、住民に防災情報を周知するもの。子局とは、無線を

受信して放送する屋外設備を指す。防災行政無線は、防災情報以外に利用されることもある。 

松伏町地域防災計画：災害対策基本法に基づき、地域に係る災害に関し、総合的かつ計画的な防災行

政の整備及び推進を図り、町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とした計画。 

吉川松伏消防組合：吉川市と本町で構成される一部事務組合。消防や救急に関する事務を行っている。 

用語解説（５０音順） 
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５．安全な消費生活への支援 

 

町の現況と課題 

消費生活においては、自己責任の部分が多いため、製造者からの提供をもとに、的確に判断

できる消費者知識の向上が求められています。インターネットや携帯電話の普及により、さま

ざまな商品やサービスの入手が容易となった反面、悪質商法や詐欺事件が発生しています。 

このような状況に対応するため、本町ではガイドブックの配布や情報提供を図るとともに、

※消費生活センターでは週４日消費生活相談を行っています。特に高齢者をねらった被害が多

いため、高齢者を被害から守る取組みが求められます。 

 

 

 基 本 方 針 

消費生活の安定向上をめざし、消費者の意識を啓発するとともに、関係機関との連携により

相談体制の充実を図ります。 

 

〈 施策の成果指標 〉 

指標名 現状値 目標値（平成 30 年度） 

消費生活セミナー参加者数 ２５人 ７５人 

消費者団体の会員数 ０人 ６５人 

消費生活相談窓口開設日数（年間） １９５日 １９５日 

 
 

 基 本 計 画  

（１）消費者の自立の支援 

①情報提供の充実 

悪質商法や詐欺事件など、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、消費者教育を

推進します。 

また、町広報紙、ホームページ、パンフレットなどを活用し、商品知識など情報提供に

努めます。 
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（２）消費者相談体制の充実 

①消費者相談の周知 

消費生活トラブルの早期解決を促進するため、消費生活センターで行っている消費者相

談の周知に努めます。 

②関係機関との連携 

県※消費生活支援センターなど関係機関との連携し、消費生活相談体制の強化や消費生

活トラブルなどに関する最新情報の提供などに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活支援センター：埼玉県消費生活支援センター。消費生活に関する相談・商品テスト・消費者教

育・情報提供を実施している。 

消費生活センター：消費生活の問題やトラブルにおいて、消費者への助言や業者側との交渉を行うほか、

役所の担当部局や関係機関を紹介する。 

用語解説（５０音順） 
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